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会員の皆様には、益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。日頃より、大阪府臨床工学技士会の活動にご理解頂き、誠に

ありがとうございます。 

平成18年 5月より渕脇前会長の後任として会長の重積を拝命致しました。非力ながら全力を挙げ会運営に精進し、いささ

かなりとも前進できればと思います。 

さて、医療機器の進歩により安全性・信頼性が高まっている反面、機器が多様化し取扱い操作が煩雑になってきておりま

す。こういったことから、今後の臨床工学技士業務は各医療機関において重要な仕事となる可能性を持っています。医療機

器を扱う専門職として、医療の普及及び向上に寄与することが、臨床工学技士の社会的使命であります。 

日本臨床工学技士会は 2003 年 3 月に法人化し、社団法人日本臨床工学技士会として新たにスタート致しました。現在 47

都道府県のうち３団体が法人格を有しています。我々大阪府臨床工学技士会も法人化を目指していきたいと存じます。法人

格の取得は団体としての存在意義を高めることにつながります。法人格を得なければ、公的に認められない団体であり、大

阪府からの行政指導等の席につくことができず、会員各位に不利益をもたらす可能性も否定できません。 

社会的使命を達成すべく、法人格の取得を目標として、更なる発展を目指してまいります。今後とも、より一層のご支援

とご協力を賜りますよう、何卒よろしくお願い致します。 

大阪府臨床工学技士会会長 

公立大学法人 

               大阪市立大学医学部附属病院 臨床工学部 

荒川昌洋 
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本文 

第 11回大阪府臨床工学技士会学術集会 開催報告 

日時；平成18年 5月 28日 午前10時 

会場；大阪市立大学医学部附属病院5階 講堂 

参加；正会員103名、賛助会員9名、非会員51名、学生48名、計211名 

テーマ；「臨床現場に求められる、これからの臨床工学技士の役割」 

    ～診療報酬改定の現状をふまえて～ 

集会長；野口浩一（寿楽会 大野記念病院 臨床工学科） 

大阪府臨床工学技士会 

編集：大阪府臨床工学技士会 編集委員会

発行：大阪府臨床工学技士会 事務局 
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第 13 回大阪府臨床工学技士会総会 議事録 
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新役員一覧 

このたび大阪府臨床工学技士会役員理事の第７期役員の改選を行い、通常総会にて承認されましたのでご報告申し上げます。

今後ともより一層のご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。 

会  長 荒川 昌洋 大阪市立大学医学部附属病院 臨床工学部 

副会長 渕脇 栄治 りんくう総合医療センター市立泉佐野病院 臨床工学室 

副会長 勝賀瀬 朗 大阪厚生年金病院 臨床工学室 

事務局長 楠本 繁崇 大阪大学医学部附属病院 ＭＥサービス部  

理  事 吉田 靖 大阪労災病院 臨床工学室 

理  事 泉 暢英 大阪医専 臨床工学学科 

理  事 野口 浩一 大野記念病院 臨床工学科 

理  事 南 伸治 宝持会 池田病院 透析センター 臨床工学技士室 

理  事 藤井 宏一 市立堺病院 臨床工学科 

理  事 前川 正樹 桜橋渡辺病院 ＭＥ科 

理  事 宮本 哲豪 淀川キリスト教病院 臨床工学課 

理  事 村中 秀樹 ベルランド総合病院 医療機器管理室 

理  事 藤堂 敦 近畿大学医学部堺病院 臨床工学部 

理  事 加藤 貴充 大阪大学医学部附属病院 ＭＥサービス部 

監  事 永村 哲彦 パラメディックジャパン㈱ 

監  事 住友 厚正 フクダ電子近畿販売㈱ システム部 

 

 

大阪府臨床工学技士会定款 改正 

  このたび大阪府臨床工学技士会定款の改正を行い、通常総会にて承認されましたのでご報告申し上げます。 
【変更】 

    （事務局） 
     第２条 本会は、事務局を大阪府堺市長曽根町 1179-3 独立行政法人 労働者健康福祉機構 大阪労災病院 

臨床工学室（TEL072-252-3561、内線 3621）に置く。 
                   ↓ 

 大阪府吹田市山田丘 2-15 国立大学法人 大阪大学医学部附属病院ＭＥサービス部内（TEL06-6879-5095） 

 
  【追加】大阪府臨床工学技士会定款施行細則 

Ⅶ．表彰規程 

第１条 この規程は、本会の定款第４条の事業目的達成に貢献し、本会の発展に寄与した者で、本会の表彰及び

本会以外が主催する表彰について、個人及び団体を推薦し賞賛することを目的にこれを定める。 

第２条 本規程の表彰は次の通りとする。 

     （１）会長表彰 

     （２）感謝状 

第３条 種別並びに基準は次の通りとする。 

     （１）会長表彰  

      ①本会の発展に顕著な功績があった者 

      ②本会の名声を高揚する研究、発明、または考案を行った者 

      ③本会の事業目的達成のため、献身的に会務を精励し顕著な功績があった者 

      ④特に他の模範となる善行があった者または団体 
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     （２）感謝状 

      ①本会のため献身的に会務を精励し顕著な功績があった者 

      ②本会会員以外で、本会の目的に賛同し本会の発展に寄与した者または団体 

第４条 表彰の申請は、表彰対象となる者の推薦状を本会会員が理事会に提出し、理事会にてこれを審査・決定

するものとする。 

第５条 表彰は、毎年通常総会または記念式典で行うものとする。ただし、会長が、特に必要があると認めたと

きは、臨時に行うことができる。 

    ２．本会以外が主催する表彰については、その団体の規程によるものとする。 

 

付則 

１．この規程は、理事会の議決を経なければ変更することができない。 

２．この規程は、2006年 5月 28日から施行する。 

 

Ⅷ．慶弔規程 

第１条 この規程は本会が、本会会員または本会以外団体および個人に対する慶祝ならびに弔意について定める。 

第２条 慶弔の範囲及び方法は、本会会員またはその代理人の届け出に基づいて、これを行うものとする。 

第３条 本会会員の結婚、本会以外での表彰の受賞の際に、慶祝電報を発し祝意を表すものとする。 

第４条 会員が死亡のとき、弔事電報を発し香典を霊前に捧げ、弔意を表するものとする。 

    ２．香典は、10,000円までとする。 

第５条 本会以外の団体または個人に対する慶祝ならびに弔意については、理事会にて内容と時期を決定しこれ

を行う。ただし、緊急で会長が特に必要と認めた場合は、理事会の決定を待たずにこれを行うことができる。 

 

付則 

１．この規程は、理事会の議決を経なければ変更することができない。 

２．この規程は、2006年 5月 28日から施行する。 

 

Ⅸ．講師等謝礼規程 

第１条 この規程は、本会の事業に関し講師等を依頼するときの謝礼について定める。 

第２条 講師謝礼額は、以下の範囲とする。 

     （１）講師謝礼額は、下表のとおりとする。 

講演依頼時間 60分未満 60分以上 

医  師 30,000円 50,000円 

医師以外 20,000円 30,000円 

     （２）勉強会については、医師20,000円、医師以外10,000円。 

第３条 交通費ならびに宿泊費を別途支給することができる。 

第４条 支給に関しては、理事会で審議しこれを決定する。ただし、本会で行われる行事において運営協力など

を行った者に対し、運営責任者の判断で謝礼ができる。謝礼については5,000円以下とし行事終了後、運営責任

者が次の理事会にて報告するものとする。 

第５条 講師謝礼額が、この規程第２条の範囲外必要とする場合は、理事会で審議しこれを決定する。 

 

付則 

１．この規程は、理事会の議決を経なければ変更することができない。 

２．この規程は、2006年 5月 28日から施行する。 
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第13回近畿地区臨床工学フォーラム 

    会期；平成18年 11月 5日 午前10時～16時 50分 

会場；和歌山ビッグ愛 大ホール 

      テーマ；災害対策 

 
第11回大阪府臨床工学技士会 学術セミナー 

    会期；11月 

      会場；未定 

      テーマ；未定 

      セミナー長；前川正樹（桜橋渡辺病院ＭＥ科） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

予定 
9月 16日（土）……ＮＰＰＶについて 

          （呼吸部門） 

10月 21日（土）……ＰＣＰＳについて 

           （循環部門） 

11月 18日（土）……代謝部門 

詳細につきましてはいつもの通り、 

はがきでご連絡いたします。 

 

編集後記 

・たより通巻第６号をお届けします。 

・今年度は年２回の発行予定です。 

・活動の報告や行事案内、情報提供を掲載

していきます。 

・ますますパワフルに活動していきたいの

で会員のみなさまのご意見をぜひ下記の技

士会メールアドレスまでよろしくお願いい

たします。 

たより編集担当：宮本哲豪 

        （淀川キリスト教病院）

 

お願い 

 大阪府臨床工学技士会では一人でも多くの

会員が増えることを望んでおります。皆様方の

お知り合いで未入会のかたがおられましたら、

是非、ご入会をお勧めください。下記のホーム

ページアドレスから入会手続きができます。

http://www2.osk.3web.ne.jp/~osakace/

 

 

事務局からのお願い 

 会員の皆様への郵便物の不達が見受けられ

ます。転居、転勤などによる連絡先の変更が

あった場合は、速やかに事務局までメールま

たは電話にて会員情報変更の旨をご連絡下さ

るようよろしくお願い申し上げます。 

大阪府臨床工学技士会 事務局 

 国立大学法人大阪大学医学部附属病院 

  ＭＥサービス部内 

  Tel 06-6879-5095 Fax 06-6879-5098

e-mail osakace@osk2.3web.ne.jp 

 

 

編集委員会からのお願い 

 大阪府臨床工学技士会の名簿作成にあた

り、会員の皆様に個人情報の確認をさせて頂

いています（(社)日本臨床工学技士会への入

会未手続きの仮会員は除く）。詳細は同封の

“個人情報の取扱いについて“と”個人情報

確認書“をご覧下さい。皆様のご協力をお願

い申し上げます。質問等がございましたら、

事務局まで、お気軽にご連絡下さい。 


